
 

「令和８年度離職者等再就職訓練事業 短期課程コース実施事業者募集要領」等 

の主な改正内容 

 

 「訓練実施体制に関する事項」（別添 2）の改正内容 

・ 2 講師（3）講師の数を、実技は受講生 15 人までは１人、15 人を超えるときは 2

人以上、学科は受講生 30 人までは 1 人を、実技・学科ともに概ね 30 人に 1 人以上

に変更 

 

「訓練日程等に関する事項」（別添 3）の改正内容 

・ 2 訓練時間（2）就職支援の時間③ において、訓練開始月から月１日以上の就職

活動日の設定を追記                                                                                                                             

・ 就職活動日の日時について、所管の公共職業安定所と調整の上、設定を追記 

 

「就職支援業務に関する事項」（別添 4）の改正内容 

・ 2 就職支援体制（3）就職支援責任者の業務内容④ において、公共職業安定所に

誘導する時期を訓練修了１か月前から、訓練開始月からに変更 

 

「委託費の算定方法」（別添 5）の改正内容 

・ 訓練実習経費について該当コースにおいて、上限額の変更 

 

「コース種類別仕様書」（別添 7）の改正内容 

・ 7 デジタル分野以外の訓練コースに関する事項（2）において、必須選択項目数を 2

個以上に変更 

 


